
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市立小学校及び中学校の適正規模について 
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１ 適正な学校規模の答申を行うにあたっての付帯意見及び観点について 

 

北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会では、平成30年8月27日に第１

回目の審議会を開催して以来、通算4回に渡って小規模校及び大規模校におけ

る教育活動上や生徒指導上、学校運営上のメリット及びデメリットを議論して

きました。 

その結果、第４回目となる前回（8月26日開催）の審議会において、小学校

の適正規模については12学級から18学級、中学校の適正規模については6学級

から18学級という方向性を示したところです。 

第５回目となる本日の審議会では、前回の方向性に至った観点等について確

認し、付帯意見を含めた答申案に盛り込むべき内容について審議していきたい

と考えています。 

 

【参考のひな型】 

 北広島市では、子どもたちの教育面や学校運営面から総合的に検討し、適正

な学校規模は以下のとおりとする。 

小学校 

１２学級から１８学級（1学年２学級から３学級） 

ただし、地域の実態を踏まえた適切な通学条件や通

学手段が確保されるとともに、学級数に見合った施設

設備が確保され、児童の教育環境に支障がないよう措

置されなければならない。 

中学校 

 ６学級から１８学級（1学年２学級から６学級） 

 ただし、地域の実態を踏まえた適切な通学条件や通

学手段が確保されるとともに、学級数に見合った施設

設備が確保され、生徒の教育環境に支障がないよう措

置されなければならない。 

（１）小学校における観点 

・ 

・ 

・ 

（２）中学校における観点 

・ 

・ 

・ 
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２ 適正規模を検討するうえでの基本的な事項の整理について 

  

 北広島市小学校及び中学校通学区域審議会において適正規模を検討するうえ

での前提事項として議論した内容を次のとおり整理します。 

 

（１）北広島市小学校及び中学校通学区域審議会では、平成18年度に小学校の

適正規模について答申を行っています。しかし、本市の人口は平成19年

度をピークに減少傾向にあるとともに、少子化など社会情勢が大きく変

化していること、文部科学省において平成27年に少子化に対応した活力

ある学校づくりに向けて「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等

に関する手引」が作成されたこと、新しい時代（超スマート時代）の到

来に向けて育成すべき資質や能力が明確に示されたことなどから、改め

て小学校及び新たに中学校の適正規模について検討する。 

（２） 国の定める標準学級数である12学級から18学級を基準としながら、「地

域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りではない」と

いう弾力的な扱いになっていることから、本市の地域の形成や今後の推

計などの現状を踏まえ、本市における教育上望ましい学級数の範囲に関

し検討する。 

（３） 子どもたちのよりよい教育環境の整備に焦点をあて「適正規模」につい

て検討を行ったもので、「適正化」や「適正配置」については今後適正

規模に満たない（又は適正規模を超える）学校ごとに個別に検討を行う

ものであること。（現状の教育を否定するのではなく、より教育効果があ

がるという視点で検討する。） 

（４）特別支援学級については、一人一人の障がいの状況や教育的ニーズを把

握し、合理的な配慮のもとインクルーシブ教育を含めた地域で教育を受

けることができる環境整備を進めることを前提とするため、普通学級の

学級数による適正規模を検討する。 

（５）学級編制については、現行制度を前提とし40人学級を基本としながら、

小学校第1学年は35人学級、小学校第2学年及び中学校第1学年について

は、北海道の少人数学級実践研究事業による35人学級（中学校は2学級

以上）を前提として検討する。 

（６）今後6年間又は10年間の推計において、現状の学校に各学年単学級規模

となる学校は生じるものの、1学級あたりの人数は概ね20人以上が確保

され、複式学級となる学校はないこと。 
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３ 適正規模を検討するうえでの観点について 

  

 北広島市小学校及び中学校通学区域審議会では、小学校及び中学校の小規模

校による課題や大規模校によるデメリットを検証し次のとおり議論を行いまし

た。なお、小規模校や大規模校におけるデメリットは、ある意味でメリットと

表裏一体の関係にありますが、子どもたちにとってより教育効果があがるとい

う視点で議論を行いました。 

 

３－１ 小学校における観点について 

（１） 学級数が少ないことによる学校運営上の影響  

・クラス替えがないまま何年も過ごすと、児童同士の人間関係が固定化し、

個々のチャレンジが生まれにくい。 

・団体活動において盛り上がりに欠ける内容となったり、クラス替えのない6

年間の長期になることで、子どもたちのクラスのポジションが固定化してしま

う恐れがある。 

・クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができなくなることが課題である。 

・集団活動における教育効果が低下する。 

 

（２） 教職員数が少ないことによる学校運営上の影響  

・教員の定数が少なくなり、多様な価値観との出会いが低下する。 

・教職員一人一人の業務の増加による身体的・精神的負担が増加する。 

・教員同士が切磋琢磨する環境を作りにくく、指導技術の相互伝達がなされに

くい。 

・教員間に多様な意見・議論が少なくなる。 

 

（３） 学校運営上の課題が児童に与える影響  

・児童が切磋琢磨する環境が乏しく、学びやすいが高め合う機会が豊かではな

い。 

・学習面や人間形成において、影響が生じる。 

・コミュニケーション能力やリーダーシップ育成への影響 

・交友関係の固定化による弊害。友人が少なくなり、仲間はずれになった場合

など、改善が困難。 

・多様性の中での社会性やコミュニケーション能力が身につきにくく、ギャッ

プが生じる。 
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３－２ 中学校における観点について 

 

（１） 学級数が少ないことによる学校運営上の影響  

・中学校では免許外指導が生じ、教員の教科指導の負担増とともに適正な指導や

評価に影響が出る。 

・クラス替えがないまま何年も過ごすと、生徒同士の人間関係が固定化し、

個々のチャレンジが生まれにくい。 

・部活動が制限される。 

・クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができなくなることが課題である。 

・集団活動における教育効果が低下する。 

 

（２） 教職員数が少ないことによる学校運営上の影響  

・免許外指導が生じ、その結果、教材研究や指導方法の検討にかける時間が増大

する、授業の質の低下は否めず学力低下につながる。 

・教員の定数が少なくなり、多様な価値観との出会いが低下する。 

・教職員一人一人の業務の増加による身体的・精神的負担が増加する。 

・教員同士が切磋琢磨する環境を作りにくく、指導技術の相互伝達がなされに

くい。 

・教員間に多様な意見・議論が少なくなる。 

・部活動が制限される。 

 

（３） 学校運営上の課題が生徒に与える影響  

・生徒が切磋琢磨する環境が乏しく、学びやすいが高め合う機会が豊かではな

い。 

・学習面や人間形成において、影響が生じる。 

・コミュニケーション能力やリーダーシップ育成への影響 

・交友関係の固定化による弊害。友人が少なくなり、仲間はずれになった場合

など、改善が困難。 

・多様性の中での社会性やコミュニケーション能力が身につきにくく、ギャッ

プが生じる。 

 

 

 

 



5 

 

４ 小規模校のメリットについて 

  

 小規模校におけるデメリットについては、前述3で述べたとおりメリットと

表裏一体であることから、小規模校におけるメリットについても議論を行いま

した。 

 なお、本メリットは、適正規模を検討する際の、メリットが有効に機能する

学校の規模（学級数）の上限としての資料としました。 

 

・児童生徒が見えやすく、児童生徒理解がしやすい。 

・全教職員で全校一人一人の学習状況や生活面を理解し、きめ細かに指導する

ことができる。 

・学年を越えた活動場面での一人一人の児童生徒の役割や責任が高まる。 

・学校と児童の距離が近くなる。 

・全校生徒の顔と名前が生徒も教職員も分かるようになり、相互理解のもと、

家庭的な雰囲気で過ごせる安心感はあるかもしれない。 

・教育環境のゆとりができる。 

 

５ 付帯意見について 

 付帯意見については、適正規模を定めた後、適正規模に満たない学校（又は

適正規模を超える学校）について、「適正化」や「適正配置」を検討すること

になることから、適正化や適正配置を検討する際の基本的な配慮事項について

まとめるものです。 

 

付帯意見（たたき台） 

 小学校 １２学級から１８学級（1学年２学級から３学級） 

 中学校  ６学級から１８学級（1学年２学級から６学級） 

 

ただし、地域の実態を踏まえた適切な通学条件や通学手段が確保されるとと

もに、学級数に見合った施設設備が確保され、児童（生徒）の教育環境に支障

がないよう措置されなければならない。 

 

 下線部は、前回（平成17年中間答申）において記載された付帯意見です。 

これに、学校教育法施行規則で規定される「地域の実態その他により特別な

事情」を配慮するため、前文を付け足すものです。 

前回の審議会における方向性 

今回の審議会で審議する

内容 



6 

 

（１）「地域の実態を踏まえた」の解釈について 

 本市は、東部地区、西部地区、大曲地区、西の里地区、北広島団地地区の5

地区の特性を活かしたまちづくりを進めてきており、各地区では地域と学校が

多様なつながりの中でコミュニティを形成しています。 

このことを踏まえ、適正化や適正配置の検討に当たっては、地域における児

童生徒数だけで判断するのではなく、地域性や特色ある教育活動、学校と地域

のつながりなどを考慮するとともに、学校を核として地域が活性化する観点等

も含め、地域における学校の在り方を総合的に検討していく必要があります。 

 

（２）「適切な通学条件や通学手段が確保され」の解釈について 

 国では、公立小・中学校の通学距離について小学校でおおむね4km以内、中

学校ではおおむね6km以内という基準を、公立小・中学校の施設費の国庫負担

対象となる学校統合の条件として定めています。 

 しかしながら、この基準が冬期の長い本市において適切なのかどうかの検討

を含め、通学路の安全確保の状況や各地域における地理的条件を検討し、児童

生徒が安心して登下校できる手段（スクールバスなど）を確保する必要があり

ます。 

 

（３）「学級数に見合った施設設備が確保され」の解釈について 

  学校の適正化や適正規模を検討する際において、小学校施設整備指針や中

学校施設整備指針に基づく教室数等が確保されるとともに、障がいのある子

どもへの配慮や安全でゆとりと潤いのある施設整備を進めることを検討すべ

き事項とすることを示しています。また、学校施設が放課後の子どもの居場

所ともなるような他の文教施設と有機的に連携できるよう、総合的に検討す

ることが必要です。 

 

（４）「児童（生徒）の教育環境に支障がないよう」の解釈について 

  学校の適正化や適正配置を実施した場合、場合によっては学ぶ環境が変化

する場合があります。この変化により児童生徒が不安にならないよう最大限

の支援について検討すべきことを示しています。 

  新たな人間関係の構築によるギャップや、学習過程の変化、学校生活の変

化に対応できるよう、交流事業を行ったり、学校運営の共通化、場合によっ

てはスクールカウンセラーの配置や学習支援員の配置など、様々な角度から

児童生徒が受けるギャップを支援する検討をすることが必要です。 


